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▼
平
成
22
年
度
天
草
市
浄
化
槽
市
町

村
整
備
推
進
事
業
特
別
会
計
補
正

予
算
（
第
２
号
）

▼
平
成
22
年
度
天
草
市
簡
易
水
道
事

業
特
別
会
計
補
正
予
算（
第
１
号
）

▼
平
成
22
年
度
天
草
市
国
民
健
康
保

険
診
療
施
設
特
別
会
計
補
正
予
算

（
第
１
号
）

▼
平
成
22
年
度
天
草
市
歯
科
診
療
所

特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
１
号
）

▼
平
成
22
年
度
天
草
市
斎
場
事
業
特

別
会
計
補
正
予
算
（
第
１
号
）

▼
平
成
22
年
度
天
草
市
病
院
事
業
会

計
補
正
予
算
（
第
２
号
）

▼
平
成
22
年
度
天
草
市
水
道
事
業
会

計
補
正
予
算
（
第
１
号
）

▼
天
草
市
長
等
の
給
与
の
特
例
に
関

す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て
│
│

特
例
に
よ
り
市
長
の
給
料
月
額
を

５
％
、
副
市
長
と
教
育
長
の
給
料

月
額
を
３
％
減
額
す
る
も
の
。

▼
Ｔ
Ｐ
Ｐ（
環
太
平
洋
戦
略
的
経
済

連
携
協
定
）
交
渉
参
加
に
反
対
す

る
意
見
書
の
提
出
に
つ
い
て

▼
天
草
市
議
会
会
議
規
則
の
一
部
を

改
正
す
る
規
則
の
制
定
に
つ
い
て

▼「
子
ど
も
・
子
育
て
新
シ
ス
テ
ム

の
基
本
制
度
案
要
綱
」
に
基
づ
く

８
番
地
）、
早
見
泰
史
氏
（
河
浦

町
白
木
河
内
３
９
４
番
地
）、
原

艶
男
氏
（
河
浦
町
河
浦
４
９
８
１

番
地
８
）、
平
田
一
成
氏
（
河
浦

町
久
留
８
０
４
番
地
）、
吉
仲
慶

豊
氏
（
河
浦
町
河
浦
１
０
１
３
番

地
）。

▼
人
権
擁
護
委
員
の
候
補
者
の
推
薦

に
つ
き
意
見
を
求
め
る
こ
と
に
つ

い
て
（
９
件
）│
│
委
員
に
次
の

皆
さ
ん
を
推
薦
す
る
こ
と
に
同

意
。
大
野
己
津
喜
氏
（
御
所
浦
町

横
浦
１
０
０
７
番
地
）、
吉
脇
シ

ノ
ブ
氏
（
御
所
浦
町
御
所
浦
２
８

１
１
番
地
）、
宮
本
孝
嗣
氏
（
倉

岳
町
浦
７
６
９
番
地
）、

村
慶

一
氏
（
新
和
町
大
多
尾
２
９
０
９

番
地
）、
鬼
海
秀
一
氏
（
五
和
町

御
領
８
３
１
６
番
地
）、
木
下
進

一
郎
氏
（
五
和
町
二
江
２
７
５
番

地
１
）、
田
口
澄
世
氏
（
五
和
町

城
河
原
一
丁
目
２
４
０
１
番
地
）、

東
良
昭
氏
（
河
浦
町
河
浦
４
８
８

０
番
地
）、
櫻
田
京
子
氏
（
河
浦

町
立
原
６
４
３
番
地
１
）。

　

認
定
さ
れ
た
議
案

▼
平
成
21
年
度
天
草
市
一
般
会
計
歳

入
歳
出
決
算
の
認
定
に
つ
い
て

（
ほ
か
19
件
。
平
成
21
年
度
決
算

に
つ
い
て
は
14
〜
17
ペ
ー
ジ
に
関

連
記
事
）。

 　

報
告
さ
れ
た
事
項

▼
専
決
処
分
事
項
の
報
告
に
つ
い
て

│
│
本
渡
地
区
清
掃
セ
ン
タ
ー
内
で

発
生
し
た
市
の
公
用
車
に
よ
る
事

故
に
係
る
も
の
。

　

採
択
さ
れ
た
請
願

▼「
子
ど
も
・
子
育
て
新
シ
ス
テ
ム

の
基
本
制
度
案
要
綱
」
に
基
づ
く

保
育
制
度
に
対
し
、
現
行
保
育
制

度
の
拡
充
を
求
め
る
国
へ
の
意
見

書
提
出
を
求
め
る
請
願

▼
Ｅ
Ｐ
Ａ
・
Ｔ
Ｐ
Ｐ
交
渉
に
関
す
る

請
願
書

議
員
提
出

採
択
さ
れ
た
請
願

報
告
さ
れ
た
事
項

認
定
さ
れ
た
議
案

保
育
制
度
に
対
し
、
現
行
保
育
制

度
の
拡
充
を
求
め
る
意
見
書
の
提

出
に
つ
い
て

　

同
意
さ
れ
た
議
案

▼
新
合
財
産
区
管
理
委
員
の
選
任
に

つ
い
て
（
４
件
）│
│
委
員
に
次

の
皆
さ
ん
を
選
任
す
る
こ
と
に
同

意
。
赤
松
久
夫
氏
（
河
浦
町
新
合

２
３
７
８
番
地
）、
仁
田
窪
夏
雄

氏
（
河
浦
町
新
合
７
７
０
番
地
）、

柳
本
春
義
氏
（
河
浦
町
新
合
１
０

８
１
番
地
）、
𠮷
川
軍
志
氏
（
河

浦
町
立
原
２
４
３
９
番
地
）。

▼
富
津
財
産
区
管
理
委
員
の
選
任
に

つ
い
て
（
３
件
）│
│
委
員
に
次

の
皆
さ
ん
を
選
任
す
る
こ
と
に
同

意
。
倉
田
宣
昌
氏
（
河
浦
町
今
富

１
０
４
９
番
地
）、
中
山

朗
氏

（
河
浦
町
今
富
２
８
９
５
番
地

１
）、
森
田
哲
雄
氏
（
河
浦
町
﨑

津
９
０
７
番
地
２
）。

▼
一
町
田
財
産
区
管
理
委
員
の
選
任

に
つ
い
て
（
７
件
）│
│
委
員
に

次
の
皆
さ
ん
を
選
任
す
る
こ
と
に

同
意
。
池
田
裕
之
氏
（
河
浦
町
今

田
５
０
４
番
地
）、
金
山
一
俊
氏

（
河
浦
町
河
浦
６
８
１
番
地
）、
靍

田
道
男
氏
（
河
浦
町
今
田
２
３
４

同
意
さ
れ
た
議
案

※

市
議
会
定
例
会
に
つ
い
て
の

詳
し
い
こ
と
は
、
本
庁
・
総

務
課
総
務
法
制
係
☎
㉓
１
１

１
１
内
線
１
２
１
４
へ
お
尋

ね
く
だ
さ
い
。

※詳しいことは、本庁・市民税課諸税係☎㉓1111内線1141・1142へお尋ねください。なお、国保税の
支払いについては納税課収納係内線1114、国保の加入・脱退・給付については保険年金課国民健康
保険係内線1132へお尋ねください。

　国民健康保険運営の安定化を図るため、平成23年度から国民健康保険税（国保税）の税
率を引き上げます。厳しい経済状況の中ですが、加入者の皆さんが安心して医療サービス
を受けていただくための負担として、ご理解をいただきますようお願いします。

　 人口減少や景気の低迷などにより、本市の税収は減少傾向にある一方、医療給付費は増加傾向とな
っています。このため、財源の不足分については、これまで繰越金や市の貯金にあたる財政調整基金を
充当してきましたが、同基金も減少し国民健康保険（国保）の運営が厳しい状況になっています。そこで、
国保運営の安定化を図るため、平成23年度から下表のとおり税率を引き上げることとしました。

　世帯主やその世帯の国保加入者の合計所得額が下の軽減判定基準に該当する場合は、均等割額と
平等割額が軽減されます。また、国保加入者であった人が後期高齢者医療制度へ移行した場合、そ
の人も含めて軽減判定を行います。

世帯の国保加入者（旧国保加入者も含む）の合計所得額が
①33万円以下………………………………………………………………………………………７割軽減
②33万円＋（24.5万円×世帯主以外の加入者数と旧国保加入者数の合計）以下………… ５割軽減
③33万円＋（35万円×世帯主を含む加入者数と旧国保加入者数の合計）以下…………… ２割軽減

平成23年度から

　国民健康保険運営の安定化を図るため、平成23年度から国民健康保険税（国保税）の税　国民健康保険運営の安定化を図るため、平成23年度から国民健康保険税（国保税）の税
率を引き上げます。厳しい経済状況の中ですが、加入者の皆さんが安心して医療サービス率を引き上げます。厳しい経済状況の中ですが、加入者の皆さんが安心して医療サービス

平成23年度から平成23年度から

国民健康保険税の税率が変わります

■税率改正の経緯

■国保税の税率の改正点

■国保税の軽減

◆国保税の均等割額・平等割額の軽減判定基準

●国保税の計算方法

所得割額（税率）

均等割額（１人当たり）

平等割額（１世帯当たり） 

6.4%

16,000円

14,600円

2.9%

7,000円

6,400円

1.4%

7,000円

ー　 

区　　　分

平成23年度から

医療給付費分
後期高齢者
支援金等分 介護納付金分

国保税＝ ①医療給付費分 ＋ ②後期高齢者支援金等分 ＋ ③介護納付金分（40歳～64歳の加入者のみ対象）

①医療給付費分　　　　　＝　　課税標準所得×7.3％　 ＋ 　加入者数×18,000円　 ＋ 　15,800円
②後期高齢者支援金等分　＝　　課税標準所得×2.9％ 　＋ 　加入者数×  7,000円 　＋ 　  6,400円
③介護納付金分　　　　　＝　　課税標準所得×1.6％ 　＋ 　加入者数×  8,000円

※１）課税標準所得…国保加入者の前年の所得から基礎控除（33万円）を差し引いた額の合算額です。所得とは、事業収入
は必要経費を、給与収入は給与所得控除額を、公的年金等は公的年金等控除額をそれぞれ差し引いた額です。 

•平成23年度の国保税の詳細については、６月１日号「市政だより天草」でお知らせします。

•今回、後期高齢者支援金等分の税率の変更はありません。

※２）旧国保加入者…国保から後期高齢者医療制度へ移行した人のこと。
•軽減については、世帯構成員が変わると対象外になる場合があります。

7.3%

18,000円

15,800円
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7,000円

6,400円
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8,000円

ー　 

医療給付費分
後期高齢者
支援金等分 介護納付金分

所得割額
（世帯の加入者の所得に応じて計算）

均等割額
（世帯の加入者数に応じて計算）

平等割額
（１世帯当たりの額）

※１

※２


